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○平成２３年３月２３日現在の奈良県知事選挙の選挙権を有する者の総数 

の３分の１の数等･･････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････98    

○選挙管理委員会の招集････････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････99    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における大和高田市期日前 

投票所････････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････99    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における期日前投票所投票 

管理者及びその職務を代理する者の選任･･････････････････････････････（ 〃  ）･････99    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における候補者の氏名及び 

党派別を記載する順序を定めるくじを行う日時及び場所････････････････（ 〃  ）･････99    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における開票立会人として 

届出のあった者が１０人を越えるとき及び同一性等に属する者が３人以上 

あるときにおけるくじを行う日時及び場所････････････････････････････（ 〃  ）････100    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における大和高田市選挙管 

理委員会委員長が不在者投票管理者として管理する不在者投票の記載場所（ 〃  ）････100    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における期日前投票立会人 

の選任････････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････100    

○選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面の縦覧･･････････････（ 〃  ）････100    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙におけるポスター掲示 

場の設置場所･･････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････100    

○平成２３年３月３１日現在の奈良県議会議員選挙の選挙権を有する者の 

総数の３分の１の数等･･････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････101    

○農業委員会の委員の選挙権を有する者の２分の１の数････････････････（ 〃  ）････101    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における各投票区の投票所（ 〃  ）････101    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事及び奈良県議会議員選挙におけ 

る開票の日時及び場所･･････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････101    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における各投票区の投 

票所･･････････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････102    

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙に 

おける大和高田市開票区の開票管理者及びその職務を代理する者････････（ 〃  ）････102 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における大和高田市期 

日前投票所････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････102 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における期日前投票所 

投票管理者及びその職務を代理する者････････････････････････････････（ 〃  ）････102 

○平成２３年４月１日執行の奈良県議会議員選挙における候補者の氏名及 

び党派別を記載する順序を定めるくじを行う日時及び場所･･････････････（ 〃  ）････102 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員総選挙において開票立会人 

として届出のあった者が１０人を越えるとき等におけるくじを行う日時及 

び場所････････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････103 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙に 
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おける各投票区の投票管理者及びその職務を代理する者････････････････（選挙管理委員会）････103 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙において大和高田市選 

挙管理委員会委員長が不在者投票管理者として管理する不在者投票用の投 

票用紙等の交付場所並びに不在者投票の記載場所･･････････････････････（ 〃  ）････103 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における期日前投票立 

会人の選任････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････103 

○平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙に 

おける各投票区の投票立会人の選任･･････････････････････････････････（ 〃  ）････103 

○選挙管理委員会の招集････････････････････････････････････････････（ 〃  ）････104 

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会 

○農業委員会４月定例委員会の招集･･････････････････････････････････（農 業 委 員 会）････104 

公営企業公営企業公営企業公営企業    

○大和高田市水道事業事務分掌規程の一部を改正する規程･･････････････（水 道 総 務 課）････104 

○水道料金等の収納事務の委託･･････････････････････････････････････（ 〃  ）････105 

○指定給水装置工事事業者の指定････････････････････････････････････（水 道 工 務 課）････105 
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◇大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  職員の定義において、常時勤務する一般職に属する職員のうち臨時的に任用される者を除くこ

とを明記するとともに、市立病院に勤務する看護師の増員により看護体制の充実強化を図るた

め、職員の定数を増員するものです。 

２ 改正の内容 

  市立病院事業部局の職員の定数を４１５人から３５人増員し、４５０人とします。 

３ 施行期日 

 平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  「国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律」による「地方公務員の育児

休業等に関する法律」の一部改正により、非常勤職員が育児休業及び部分休業をすることができ

るようになることに伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

  （１） 育児休業 

   ア 育児休業をすることができない非常勤職員について、一定の在職期間や在職の見込みが

ないもの等とすることを規定します。（第２条第３号関係） 

   イ 非常勤職員の育児休業の期間について、原則として子が１歳まで、夫婦ともに育児休業

をしている場合は１歳２ヶ月まで（育児休業の期間は最長１年間）、継続的な勤務のため

に特に必要と認められる場合等には１歳６ヶ月までとすることを規定します。（第２条の

２関係） 

   ウ 非常勤職員の再度の育児休業をすることができる特別の事情について規定します。（第

３条関係） 

  （２） 部分休業 

   ア 部分休業を請求することができない非常勤職員について、一定の在職期間がないもの等

とすることを規定します。（第１９条関係） 

   イ 部分休業の承認は１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間の範囲内（最長２時

間）等とすることを規定します。（第２０条関係） 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

１ 改正の理由 

  審議会等の委員のうち、年額報酬を支給するもの（体育指導員を除く。）の報酬を日額制に改

めるとともに、その報酬額を定めるものです。 

２ 改正の内容 

報酬を年額制から日額制に改める委員とその報酬額は、次のとおりです。 

 

支給対象 現 行 改正後 

民生委員会推薦会の委員 年額  6,000 円 日額  3,000 円 

介護保険運営協議会の委員 年額  35,000 円 日額  12,000 円 

廃棄物減量等推進審議会の委員 年額  35,000 円 日額  12,000 円 

社会教育委員 年額  35,000 円 日額  12,000 円 

文化財保護審議会の委員 年額  35,000 円 日額  12,000 円  

 

公布された条例のあらまし 
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３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  奈良県教育委員会の教職員の特殊勤務手当に準じて、大和高田市立高田商業高等学校の教員の

部活動指導業務手当を見直すものです。 

２ 改正の内容 

  部活動の指導業務従事が８時間以上となる場合の単価を現行の日額２，４００円に６００円増

額し、日額３，０００円に引き上げます。 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  奈良県外で療育手帳をもとに福祉医療の助成を受けていた人が、奈良県に転入し、奈良県の療

育手帳を申請した場合、奈良県発行の療育手帳の交付を受けるまでの期間、心身障害者医療費助

成の対象とならないことを解消するものです。 

２ 改正の内容 

  障害の程度が奈良県発行の療育手帳のＡ１又はＡ２に相当する者である場合について、他の都

道府県等で既に療育手帳の交付を受けている知的障害者又はその保護者が、奈良県において手帳

の交付申請をした場合、奈良県発行の療育手帳が交付されるまでは、他の都道府県等の手帳を奈

良県の療育手帳とみなし、心身障害者医療費助成制度の対象とすることとします。 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２３年政令第５５号）の公布により、平成２

１年１０月から平成２３年３月までの間、暫定的に引き上げた出産育児一時金の支給額につい

て、平成２３年４月から恒久化することとされたことに鑑み、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

 （１） 出産育児一時金の支給額の引上げ（第５条関係） 

    （現行）「３５万円」→（改正後）「３９万円」※４万円増 

 （２） 附則における特例措置の廃止（附則第２項関係） 

     暫定的な特例措置の規定を廃止します。 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  国民健康保険税の基礎課税額の限度額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額の引上げを行

うものです。 

２ 改正の内容 

  平成２２年度の税制改正によって医療分と後期高齢者支援金分の賦課限度額を定める国の基

準が、医療分を４７万円から５０万円とし、後期高齢者支援金分が１２万円から１３万円に引き

上げられていることから、本市においても中間所得者層の負担緩和を図るため、国の基準どおり

課税限度額を改定するものです。 

 （１） 基礎課税額（医療分）に係る課税限度額の引き上げ（第２条第２項、第２１条関係） 

    （現行）「４７万円」→（改正後）「５０万円」※３万円増 

 （２） 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引き上げ（第２条第３項、第２１条関係） 

（現行）「１２万円」→（改正後）「１３万円」※１万円増 
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３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例及び大和高田市が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正の趣旨に鑑み、「大和高田市廃棄物の減量

化、資源化及び適正処理に関する条例」に土地の占有者等に対する努力義務として、他の者によ

って不適正に処理された廃棄物を発見したときの通報に関する規定を追加するとともに、「大和

高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する条例」

における同法の引用規定の改正を行います。 

２ 改正の内容 

 （１） 大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例（一部改正） 

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条第２項において土地所有者等に係る通報の努

力義務が創設されたことに鑑み、他の者によって不適正に処理された廃棄物を発見したと

きの土地の占有者等の通報の努力義務を創設します。 

 （２） 大和高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に

関する条例（一部改正） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項が追加されたことに伴い、同法の

引用規定を改正します。 

    「同条第８項」 → 「同条第９項」 

    「同条第７項」 → 「同条第８項」 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  農地面積や農業者数が減少し農業を取り巻く環境が大きく変化したこと及び本市の財政事情

などを考慮し、農業委員会の選挙による委員の定数を削減するものです。 

２ 改正の内容 

  農業委員会の選挙による委員の定数を現行の１６人から２人減らし１４人とします。 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市公民館条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  公民館で実施する各種事業の企画実施については、社会教育委員の会議において調査審議する

こととし、社会教育に関する諸計画の立案の効率的な運営を図ため、大和高田市公民館運営審議

会を廃止するものです。 

２ 改正の内容 

  大和高田市公民館運営審議会の設置規定（第５条）、委員の定数及び任期に係る規定（第６条

及び第７条）を削り、第８条を第５条とし、第９条を第６条とします。 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  議員報酬の引下げ、期末手当の特例措置の廃止を行うものです。 

２ 改正の内容 

  議員報酬の月額は、次のとおりです。 

   （議長）  670,000 円→618,000 円 

   （副議長） 580,000 円→535,000 円 

   （議員）  540,000 円→498,000 円 
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条例第条例第条例第条例第１１１１号号号号    

 大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例 

 大和高田市職員定数条例（昭和３８年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「属する職員」の次に「（臨時的に任用される者を除く。）」を加える。 

第３条第１号イ中「４１５人」を「４５０人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第２２２２号号号号    

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

 （３） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職した期間が１年以

上である非常勤職員 

（イ） その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）を超えて特定職に引

き続き在職することが見込まれる非常勤職員（当該子の１歳到達日から１年を経過する日まで

の間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用さ

れないことが明らかである非常勤職員を除く。） 

（ウ） 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

イ 次条第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子の１歳到達日（当該子につ

いて当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当

該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続

き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の

期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める日とする。 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 

 

条条条条    例例例例    
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 （１） 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳到達日 

（２） 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育

するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業（以下この条において「地方等育児休

業」という。）をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとす

る場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当

該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。） 当該子が１歳２か月に達する日（当該

日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生の日

から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後

当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項及び第２項の規定によ

り勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引

いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日） 

（３） １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日

（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なると

きは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合

に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であ

って、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が１歳６

か月に達する日 

  ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員がする育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）

において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配

偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要

と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

 第３条に次の２号を加える。 

（６） 第２条の２第３号に掲げる場合に該当すること。 

 （７） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育

児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとすること。 

 第１９条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている」を「次

に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

 （１） 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員 

 （２） 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤

務職員等」という。）を除く。） 

  ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

  イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員 

 第２０条第１項中「正規の勤務時間」を「勤務時間等条例第８条第１項に規定する正規の勤務時
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間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非

常勤職員について定められた勤務時間）」に改め、同条第２項中「（昭和２２年法律第４９号）」

を削り、「規定による育児時間」の次に「（以下「育児時間」という。）」を、「職員」の次に

「（非常勤職員を除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職員について１日につ

き定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児

時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児

時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

   附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３３３３号号号号    

 大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第３項中「、公民館運営審議会の委員」を削る。 

 別表第１中 

「 

民生委員推薦会の委員 年額     6,000 円 

                                    」を  

「 

民生委員推薦会の委員 日額     3,000 円 

                                    」に、  

「 

介護保険運営協議会の委員 年額     35,000 円 

                                    」を  

「 

介護保険運営協議会の委員 日額     12,000 円 

                                    」に、  

「 

廃棄物減量等推進審議会の委員 年額     35,000 円 

                                    」を  

「 

廃棄物減量等推進審議会の委員 日額     12,000 円 

                                    」に、  

「 

社会教育委員 年額     35,000 円 

公民館運営審議会の委員 年額     35,000 円 

                                    」を  

「 
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社会教育委員 日額     12,000 円 

                                    」に、  

「 

文化財保護審議会の委員 年額     35,000 円 

                                    」を  

「 

文化財保護審議会の委員 日額     12,000 円 

                                    」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第４４４４号号号号    

 大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

第２２条の２第２項第４号中「２，４００円」の次に「（８時間以上行う業務 ３，０００円）」

を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第５５５５号号号号    

 大和高田市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

 大和高田市心身障害者医療費助成条例（平成８年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第２号中「奈良県から」を「奈良県の」に改め、「療育手帳」の次に「（当該手帳の

交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持している場合は、奈良県から交付を受けるま

での間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第６６６６号号号号    

 大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険条例（昭和３６年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「３５万円」を「３９万円」に改める。 

 附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市国民健康保険条例第５条第１項の規定は、この条例の施行の

日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金

の支給については、なお従前の例による。 

 

条例第条例第条例第条例第７７７７号号号号    

 大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「４７万円」を「５０万円」に改め、同条第３項中「１２万円」を「１３万円」に

改める。 

 第２１条中「４７万円」を「５０万円」に、「１２万円」を「１３万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市国民健康保険税条例の規定は、平成２３年度分の国民健康保

険税から適用し、平成２２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

条例第条例第条例第条例第８８８８号号号号    

 大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例及び大和高田市が設置する一般廃棄

物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例及び大和高田市が設置する一般

廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部改正） 

第１条 大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例（平成１１年条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

  第１０条に次の１項を加える。 

 ３ 占有者は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物において、他の者によって不適正に処

理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように

努めなければならない。 

  第３６条中「ことができる」を削る。 

 （大和高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する条例の

一部改正） 

第２条 大和高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する条

例（平成１２年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

        第１条中「同条第８項」を「同条第９項」に、「同条第７項」を「同条第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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条例第条例第条例第条例第９９９９号号号号    

 大和高田市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例 

 大和高田市農業委員会の選挙による委員の定数条例（昭和３２年条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 本則中「１６人」を「１４人」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （適用） 

２ この条例による改正後の大和高田市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、この条例

の施行の日以後初めてその期日を告示される農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用す

る。 

 

条例第条例第条例第条例第１０１０１０１０号号号号    

 大和高田市公民館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市公民館条例の一部を改正する条例 

 大和高田市公民館条例（昭和２７年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条から第７条までを削り、第８条を第５条とし、第９条を第６条とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第１１１１１１１１号号号号    

 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表中「６７０，０００円」を「６１８，０００円」に、「５８０，０００円」を「５３５，

０００円」に、「５４０，０００円」を「４９８，０００円」に改める。 

第５条第２項中「者は」を「者が」に、「基準日前」を「基準日以前」に改める。 

附則第３項及び第４項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

    

 

 

規則第規則第規則第規則第３５３５３５３５号号号号    

規規規規    則則則則    
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 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年１１月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１９条第１号中「１００分の１４０」を「１００分の１３５」に改め、同条第２号中「１

００分の７０」を「１００分の６５」に改める。 

 附則第４項中「平成２２年６月」を「平成２２年１２月」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３６３６３６３６号号号号    

 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年１１月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和３３年規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。 
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別表第５への表中「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

」 を 

 

７４ 
７５ 
７６ 
７７ 
７７ 
７８ 
７８ 
７９ 
７９ 
８０ 
８０ 
８１ 
８１ 
８１ 
８２ 
８２ 
８２ 
８３ 
８３ 
８３ 
８４ 
８４ 
８４ 
８５ 
８５ 
８５ 

８５ 

８６ 

８６ 

８６ 

８６ 

８７ 

８７ 

８７ 

８７ 

８８ 
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         「 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日から平成２３年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受ける

こととなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に

異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることがで

きる。 

 

規則第規則第規則第規則第３７３７３７３７号号号号    

 平成１８年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する

規則を次のように定める。 

  平成２２年１１月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

７３ 
７４ 
７４ 
７５ 
７５ 
７６ 
７６ 
７７ 
７８ 
７９ 
８０ 
８１ 
８１ 
８１ 
８１ 
８２ 
８２ 
８２ 
８２ 
８３ 
８３ 
８３ 
８３ 
８４ 
８４ 
８４ 

８４ 

８５ 

８５ 

８５ 

８６ 

８６ 

８６ 

８７ 

８７ 

８７ 
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   平成１８年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正す

る規則 

平成１８年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（平成１８年規則第

２７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第９号を削り、第１０号を第９号とする。 

 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とする。 

 第４条第１項第１号中「）切替日」を「） 切替日」に改め、「）である者」の次に「（基

準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。）」

を加え、「に給料表の適用を異にする異動」の次に「又は初任給基準異動」を加え、「、当

該給料月額」を「当該給料月額」に、「１００分の９９．７６」を「１００分の９９．５９

を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員（医療職給料表（１）の適用

を受ける職員を除く。以下この項及び次条第１項において「減額改定対象外職員」という。）

である者（基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員

を除く。）及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした

職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対

象外職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に１００分の

９９．８３」に改め、同項第２号中「）切替日」を「） 切替日」に、「、当該給料月額」

を「当該給料月額」に、「１００分の９９．７６」を「１００分の９９．５９を乗じて得た

額、基準日において減額改定対象外職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に１

００分の９９．８３」に改め、同項第３号中「）切替日」を「） 切替日」に、「、当該給

料月額」を「当該給料月額」に、「１００分の９９．７６」を「１００分の９９．５９を乗

じて得た額、基準日において減額改定対象外職員である者にあっては当該給料月額に相当す

る額に１００分の９９．８３」に改め、同項第４号イ中「、当該給料月額」を「当該給料月

額」に、「１００分の９９．７６」を「１００分の９９．５９を乗じて得た額、基準日にお

いて減額改定対象外職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９．

８３」に改め、同号ロ中「、当該給料月額」を「当該給料月額」に、「１００分の９９．７

６」を「１００分の９９．５９を乗じて得た額、基準日において減額改定対象外職員である

者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９．８３」に改め、同項第５号を削

り、同項第６号を同項第５号とする。 

 第５条第１項中「１００分の９９．７６」を「１００分の９９．５９を乗じて得た額とし、

基準日において減額改定対象外職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となっ

た職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額

改定対象外職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に１０

０分の９９．８３」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第４１４１４１４１号号号号    

 義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（昭和５０年規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 
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 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

職務の級 
職員の区分 

号給 
１級 ２級 ３級 ４級 

  円 円 円 円

１ 2,000 2,500 5,100 6,800

２ 2,000 2,500 5,100 6,800

再任用職員以

外の職員 

３ 2,000 2,500 5,100 6,800

  ４ 2,000 2,500 5,100 6,800

  ５ 2,000 2,600 5,200 6,900

  ６ 2,000 2,600 5,200 6,900

  ７ 2,000 2,600 5,200 6,900

  ８ 2,000 2,600 5,200 6,900

  ９ 2,100 2,800 5,400 7,100

  10 2,100 2,800 5,400 7,100

  11 2,100 2,800 5,400 7,100

  12 2,100 2,800 5,400 7,100

  13 2,200 2,900 5,500 7,200

  14 2,200 2,900 5,500 7,200

  15 2,200 2,900 5,500 7,200

  16 2,200 2,900 5,500 7,200

  17 2,300 3,000 5,700 7,400

  18 2,300 3,000 5,700 7,400

  19 2,300 3,000 5,700 7,400

  20 2,300 3,000 5,700 7,400

  21 2,400 3,200 5,900 7,500

  22 2,400 3,200 5,900 7,500

  23 2,400 3,200 5,900 7,500

  24 2,400 3,200 5,900 7,500

  25 2,600 3,300 6,000 7,600

  26 2,600 3,300 6,000 7,600

  27 2,600 3,300 6,000 7,600

  28 2,600 3,300 6,000 7,600

  29 2,700 3,500 6,100 7,700

  30 2,700 3,500 6,100 7,700

  31 2,700 3,500 6,100 7,700

  32 2,700 3,500 6,100 7,700

  33 2,800 3,700 6,300 7,900

  34 2,800 3,700 6,300 7,900

  35 2,800 3,700 6,300 7,900

  36 2,800 3,700 6,300 7,900

  37 2,900 3,800 6,400 8,000

  38 2,900 3,800 6,400  

  39 2,900 3,800 6,400  

  40 2,900 3,800 6,400  

  41 3,100 4,100 6,600  

  42 3,100 4,100 6,600  
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  43 3,100 4,100 6,600  

  44 3,100 4,100 6,600  

  45 3,200 4,300 6,800  

  46 3,200 4,300 6,800  

  47 3,200 4,300 6,800  

  48 3,200 4,300 6,800  

  49 3,300 4,500 6,900  

  50 3,300 4,500 6,900  

  51 3,300 4,500 6,900  

  52 3,300 4,500 6,900  

  53 3,400 4,800 7,000  

  54 3,400 4,800 7,000  

  55 3,400 4,800 7,000  

  56 3,400 4,800 7,000  

  57 3,500 4,900 7,100  

  58 3,500 4,900 7,100  

  59 3,500 4,900 7,100  

  60 3,500 4,900 7,100  

  61 3,600 5,100 7,200  

  62 3,600 5,100 7,200  

  63 3,600 5,100 7,200  

  64 3,600 5,100 7,200  

  65 3,700 5,300 7,300  

  66 3,700 5,300 7,300  

  67 3,700 5,300 7,300  

  68 3,700 5,300 7,300  

  69 3,800 5,400 7,400  

  70 3,800 5,400 7,400  

  71 3,800 5,400 7,400  

  72 3,800 5,400 7,400  

  73 3,900 5,500 7,500  

  74 3,900 5,500 7,500  

  75 3,900 5,500 7,500  

  76 3,900 5,500 7,500  

  77 4,000 5,600 7,500  

  78 4,000 5,600  

  79 4,000 5,600  

  80 4,000 5,600  

  81 4,100 5,800  

  82 4,100 5,800  

  83 4,100 5,800  

  84 4,100 5,800  

  85 4,100 5,900  

  86 4,100 5,900  

  87 4,100 5,900  

  88 4,100 5,900  

  89 4,200 6,100  

  90 4,200 6,100  
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  91 4,200 6,100  

  92 4,200 6,100  

  93 4,300 6,200  

  94 4,300 6,200  

  95 4,300 6,200  

  96 4,300 6,200  

  97 4,400 6,300  

  98 4,400 6,300  

  99 4,400 6,300  

  100 4,400 6,300  

  101 4,400 6,400  

  102 4,400 6,400  

  103 4,400 6,400  

  104 4,400 6,400  

  105 4,500 6,500  

  106 4,500 6,500  

  107 4,500 6,500  

  108 4,500 6,500  

  109 4,500 6,600  

  110 4,500 6,600  

  111 4,500 6,600  

  112 4,500 6,600  

  113 4,600 6,700  

  114 4,600 6,700  

  115 4,600 6,700  

  116 4,600 6,700  

  117 4,700 6,800  

  118 4,700 6,800  

  119 4,700 6,800  

  120 4,700 6,800  

  121 4,700 6,900  

  122 4,700 6,900  

  123 4,700 6,900  

  124 4,700 6,900  

  125 4,800 6,900  

  126 4,800 6,900  

  127 4,800 6,900  

  128 4,800 6,900  

  129 4,900 6,900  

  130 4,900 6,900  

  131 4,900 6,900  

  132 4,900 6,900  

  133 4,900 7,000  

  134 4,900 7,000  

  135 4,900 7,000  

  136 4,900 7,000  

  137 4,900 7,100  

  138 4,900 7,100  
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  139 4,900 7,100  

  140 4,900 7,100  

  141 5,000 7,100  

  142 5,000    

  143 5,000    

  144 5,000    

  145 5,100    

  146 5,100    

  147 5,100    

  148 5,100    

  149 5,100    

  150 5,100  

  151 5,100  

  152 5,100  

  153 5,100  

再任用職員   3,200 3,800 5,100 6,400

  附 則 

 この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第６６６６号号号号    

 大和高田市中小企業者の金融の円滑化及び金融負担の軽減に関する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市中小企業者の金融の円滑化及び金融負担の軽減に関する規則 

 （目的） 

第 1条 この規則は、市、奈良県信用保証協会及び取扱金融機関が連携し、市内の中小企業者の金融

の円滑化を図るための融資制度及び金融負担の軽減を図るための補給制度を定め、その経営基盤の

強化を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和２５年法律第２６４号)第２条第１項に規定するも

のをいう。 

 （２） 取扱金融機関 この規則に定める市内の中小企業者に対する金融の円滑化及び金融負担の

軽減に関して市長と覚書を締結した金融機関をいう。 

 （３） 奈良県信用保証協会 信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）の規定により設立さ

れた奈良県信用保証協会（以下「保証協会」という。）をいう。 

 （制度融資） 

第３条 この規則により市内の中小企業者に対して実施する融資（以下「制度融資」という。）は、

次のとおりとする。 

 （１） 大和高田市特別融資 

 （２） 大和高田市緊急特別小口融資 

２ 制度融資の限度額は、次のとおりとする。 

（１） 大和高田市特別融資の場合は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ当該ア又はイ 

に定める額とする。ただし、ア及びイを併用した場合の限度額は、１，０００万円とする。 

  ア 設備資金に対する融資限度額 １，０００万円 
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  イ 運転資金に対する融資限度額 ６００万円 

 （２） 大和高田市緊急特別小口融資の場合は、運転資金の５０万円とする。 

３ 制度融資の利率は、市長と取扱金融機関が締結する覚書により定められた利率とする。 

４ 制度融資の期間は、次のとおりとする。 

（１） 大和高田市特別融資の場合は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ当 

該ア又はイに定める期間とする。 

 ア 設備資金に対する融資期間 ６月以内の据置期間を含み６年以内 

  イ 運転資金に対する融資期間 ６月以内の据置期間を含み５年以内 

 （２） 大和高田市緊急特別小口融資の場合は、１年以内とする。 

５ 償還の方法は、毎月元金均等分割償還とする。 

 （制度融資の対象となる中小企業者の条件） 

第４条 制度融資の対象となる中小企業者の条件は、次条の書類の提出時において、次に掲げる要件

を満たしていなければならない。 

 （１） 個人にあっては、１年以上、本市の住民基本台帳に記録されている住所(外国人にあっては、

本市の外国人登録原票に登録されている居住地)を有していること。 

 （２） 法人にあっては、１年以上、事業所の本店が本市に登記されていること。 

 （３） 同一事業を１年以上営んでおり、今後もその事業を継続して営むことが確実であること。 

 （４） 市税を滞納していないこと。ただし、災害等市長が不測の事態と認めるときは、この限り

でない。    

 （５） 保証協会の信用保証を受けることができること。 

 （６） 第６条に定める市補給制度の適用を受けていないこと。 

 （７） 法人にあっては、当該法人の代表者が当該制度融資の連帯保証人になっていること。 

 （８） 制度融資を受けようとする中小企業者の個別の事情により、保証協会が必要と認める連帯

保証人を有すること。 

 （９） 許可、認可等を必要とする事業を営んでいる者にあっては、その許可、認可等を受けてい

ること。 

 （制度融資に関係する書類の提出等） 

第５条 制度融資の適用を受けようとする者は、保証協会への信用保証の申込みをする前に、次に掲

げる書類を取扱金融機関を経由して市長に提出しなければならない。 

 （１） 保証協会に信用保証の申込みをするために必要とする書類 

  ア 信用保証委託申込書 

  イ 申請者の印鑑の証明書 

  ウ 連帯保証人を有する場合にあっては、その者の印鑑証明書 

  エ 個人にあっては、確定申告書の写し 

  オ 法人にあっては、登記事項証明書、定款及び決算書の写し 

  カ 許可、認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許可、認可等を受けていることを

証する書類の写し 

  キ 制度融資のうちの設備資金に対する融資を受けようとする場合にあっては、当該設備の見積

書等 

  ク その他保証協会が信用保証の申込みに当たり提出を求める書類 

 （２） その他の書類 

  ア 市税の滞納がないことを証する書類 

  イ 申請者の住民票等の写し 

  ウ その他市長が必要と認める書類 
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２ 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該提出

書類を保証協会へ送付するものとする。 

３ 制度融資の保証の決定は、保証協会が行う。 

 （市補給制度） 

第６条 市長は、制度融資を受ける中小企業者の金融負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、

次に掲げる施策（以下「市補給制度」という。）を実施する。 

 （１） 債務保証料の補給 中小企業者が保証協会へ支払う債務保証料の補給。必要事項は、市長

と保証協会とが交わす融資保証に関する覚書に定める。 

 （２） 借入金に係る利子の補給 中小企業者が取扱金融機関へ支払う借入金に係る利子の補給。

内容は次のとおりとする。 

  ア 利子補給金の額は、制度融資において市と取扱金融機関との覚書に規定する貸付利率の２分

の１以内（年率１パーセントを限度とする。）の金額に相当する額とする。 

  イ 利子補給金の算出期間は、４月１日から翌年の３月３１日までの期間とする。 

  ウ 当該融資の期間中において、次に掲げる事由に該当する場合は、当該事由が判明した日に属

する月から利子補給を停止する。 

   （ア） 個人にあっては、本市の住民基本台帳に記録されていないこと（外国人にあっては、

本市の外国人登録原票に登録されていないこと。）。 

   （イ） 法人にあっては、本市に登記されている事務所を有していないこと。 

   （ウ） 奈良県信用保証協会が融資を受けた者に代わって金融機関に借入金の代位弁済を行っ

たとき。 

２ 市長は、取扱金融機関に対して前項第２号アの利子補給に必要な資金を、予算の範囲内において、

預託することができる。この場合において、預託に関し必要な事項は当該取扱金融機関との覚書で

定めるものとする。 

 （市補給制度の適用） 

第７条 市補給制度の適用を受けようとする者は、制度融資の決定後、直ちに次に掲げる書類を市長

に提出し市補給制度の適用を申請しなければならない。 

 （１） 債務保証料の補給を受けようとする場合は、債務保証料補給申請書（様式第１号） 

 （２） 借入金に係る利子の補給を受けようとする場合は、利子補給申請書（様式第２号）のほ

か返済予定表の写し及び委任状 

２ 市長は、前項の規定により受理した申請書等の内容を確認した上で、市補給制度を適用する旨を

通知する。 

 （補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （中小企業債務保証料の補給に関する規則の廃止） 

２ 中小企業債務保証料の補給に関する規則(昭和３９年規則第１５号)は、廃止する。 

 （中小企業者への利子の補給に関する規則の廃止） 

３ 中小企業者への利子の補給に関する規則(昭和４９年規則第１５号)は、廃止する。 

 （経過措置） 

４ この規則の規定は、施行日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資につ

いては、なお従前の例による。 
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様式第１号 (第７条関係 ) 

債 務 保 証 料 補 給 申 請 書 

 

  年  月  日 

  大和高田市長   殿 

 

申請者 住所 大和高田市          

氏名             印  

 奈良県信用保証協会から信用保証の決定を受けましたので、次のとおり債務保証料の補給を申請し

ます。 

      保  証  金  額                   円 

      融  資  月  数                月 

      保証協会受付番号 

      保 証 料 率 

様式第２号(第７条関係) 

         年  月  日 

大和高田市長  殿 

利 子 補 給 申 請 書 

                 申請人  住所 大和高田市 

                      氏名              印 

 下記のとおり  □ 大和高田市特別融資  □ 大和高田市緊急特別小口融資を受けるので、当該

借入金に係る利子の補給を申請します。 

  １ 借 入 金 額   ￥ 

  ２ 借 入 年 月 日     年  月  日 

  ３ 借 入 利 率   年利      ％ 

  ４ 償還期間及び条件 

      償還期間   初回返済日    年  月  日 

             最終返済日    年  月  日 

      条  件   毎  月    ￥         均等償還 

             ただし最終回は、￥ 

 

規則第規則第規則第規則第８８８８号号号号    

 大和高田市立病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立病院事業の設置等に関する条例施行規則（平成１７年規則第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第２項第７号及び第８号を次のように改める。 

 （７） 外科 

 （８） 人工透析科 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第９９９９号号号号    
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 大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則 

 大和高田市行政組織規則（平成２０年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項の表中「人事グループ」を「人事係」に、「財政グループ」を「財政係」に、「固定資

産税グループ」を「固定資産税係」に、「市民税グループ」を「市民税係」に、「保護係」を「保護グ

ループ」に、「児童福祉・次世代育成係」を「児童福祉係」に、「国保給付係」を「国保給付グループ」

に、「保険係」を「保険グループ」に、 

「 

企画総務課 企画総務グループ 指導係 

環境衛生課 美化第１係 美化第２係 美化第３係 

環境整備課 施設管理グループ 

                                  」を 

「 

企画整備課 企画総務グループ 施設管理グループ 

美化推進課 美化第１係 美化第２係 美化第３係 

                        ５          」に改める。 

第４条第１項企画政策部の部人事課の款中「人事グループ」を「人事係」に改める。 

第４条第１項財務部の部財政課の款中「財政グループ」を「財政係」に改める。 

第４条第１項財務部の部税務課の款中「固定資産税グループ」を「固定資産税係」に、「他のグル

ープ」を「他の係」に、「市民税グループ」を「市民税係」に改める。 

第４条第１項福祉部の部保護課の款中「保護係」を「保護グループ」に、 

「（２） 課内の他の係の補助に関すること。」を 

「（２） 課内の他のグループの補助に関すること。」に改める。 

第４条第１項福祉部の部児童福祉課の款中「児童福祉・次世代育成係」を「児童福祉係」に改める。 

第４条第１項保健部の部保険医療課の款中「国保給付係」を「国保給付グループ」に、 

「（６） 課内の他の係の補助に関すること。」を 

「（６） 課内の他の係又はグループの補助に関すること。」に、 

「保険係」を「保険グループ」に、 

「（４） 課内の他の係の補助に関すること。」を 

「（４） 課内の他のグループの補助に関すること。」に改める。 

第４条第１項環境建設部の部建築住宅課の款建築営繕係の項を次のように改める。 

 建築営繕係 

  （１） 建築工事の計画、設計、施工及び監理に関すること。 

  （２） 他課から委託を受けた建築工事の設計及び監理に関すること。 

    （３） 建築物の耐震診断及び耐震改修に関すること。 

    （４） 市営住宅等の建設計画及び維持管理に関すること。 

    （５） 課の他の係の補助に関すること。 

第４条第１項環境建設部の部クリーンセンター企画総務課の款を次のように改める。 

クリーンセンター企画整備課 

 企画総務グループ 

  （１） 資源リサイクル実施団体等の育成及び支援に関すること。 

  （２） 廃棄物処理手数料の徴収に関すること。 

    （３） 一般廃棄物処理業の許可等に関すること。 
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    （４） 一般廃棄物処理計画の策定及び実施に関すること。 

    （５） 廃棄物処理施設の整備計画の策定に関すること。 

    （６） 一般廃棄物の減量化及び資源化の推進に関すること。 

（７） 一般廃棄物の搬入指導及び検査に関すること。 

（８） 一般廃棄物の減量化及び資源化の指導に関すること。 

（９） 処理手数料の徴収に関すること。 

（１０） クリーンセンターの経理その他庶務に関すること。 

（１１） 課内の他のグループの補助に関すること。 

施設管理グループ 

（１） ごみ処理施設の整備計画に関すること。 

（２） 焼却炉、粗大ごみ処理施設及び資源ごみ処理施設の維持管理に関すること。 

（３） 一般廃棄物の処分に関すること。 

（４） 焼却炉残灰等の運搬及び最終処分に関すること。 

（５） リサイクル施設の運営管理に関すること。 

（６） 資源物分別整理に関すること。 

（７） 課内の他のグループの補助に関すること。 

第４条第１項環境建設部の部クリーンセンター環境整備課の款を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に次の表の旧所属の欄に掲げる部課に属する職員は、特に辞令を用いて

発令されたものを除き、平成２３年４月１日をもって、新所属の欄に掲げる部課に属すべき職員と

して辞令を発せられたものとみなす。 

旧所属 新所属 

環境建設部 クリーンセンター企

画総務課 

環境建設部 クリーンセンター企

画整備課 

環境建設部 クリーンセンター環

境整備課 

環境建設部 クリーンセンター企

画整備課 

 （大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則（平成１１年規則第４９

号）の一部を次のように改正する。 

  第２８条中「クリーンセンター企画総務課」を「クリーンセンター企画整備課」に改める。 

 

規則第規則第規則第規則第１２１２１２１２号号号号    

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の次に次の２条を加える。 

（条例第２条第３号ア（ウ）の規則で定める非常勤職員） 

第２条の２ 条例第２条第３号ア（ウ）の規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上と

されている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の
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勤務日が１２１日以上である非常勤職員とする。 

（条例第２条の２第３号イの規則で定める場合） 

第２条の３ 条例第２条の２第３号イの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場

合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に

基づき行うものとする。 

（１） 条例第２条の２第３号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、

申込みを行っているが、当該子の１歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

（２） 常態として条例第２条の２第３号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配

偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）であって当該

子の１歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれ

かに該当した場合 

ア 死亡した場合 

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にな

った場合 

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなっ

た場合 

エ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である場合又は産後８

週間を経過しない場合 

第３条の２第１項中「により」の次に「行い、条例第３条第７号に掲げる事情に該当して育児休業

の承認を請求する場合を除き」を、「１月」の次に「（条例第２条の２第３号に掲げる場合にあっては、

２週間）」を加え、同条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、非常勤職員が条例第３条第７号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合

は、この限りでない。 

第４条中「前条」を「前条第１項及び第２項本文」に改める。 

第５条第３項中「第３条の２第２項」を「第３条の２第２項本文」に改める。 

第１１条第１項中「様式第５号」を「様式第４号」に改め、同条第２項中「第３条の２」を「第３

条の２第２項本文」に改める。 

 第１４条の次に次の１条を加える。 

（条例第１９条第２号イの規則で定める非常勤職員） 

第１４条の２ 条例第１９条第２号イの規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とさ

れている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤

務日が１２１日以上である非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以

上である勤務日があるものとする。 

第１５条第１項中「様式第４号」を「様式第５号」に改め、同条第２項中「第３条の２第２項」を

「第３条の２第２項本文」に改める。 

様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第３条の２関係） 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

年  月  日 

          殿          

請求者 所 属           
職 名           
氏 名        印  

育 児 休 業 の 承 認 
下記のとおり 

育児休業の期間の延長 
を請求します。 
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氏 名  

続 柄  １ 請求に係る子 

生 年 月 日 年  月  日生 

□育児休業の承認      □育児休業の期間の延長 

□再度の育児休業の承認   □再度の育児休業の期間の延長 

（再度の育児休業、再度の育児休業の期間の延長又は非常勤職員の１歳

６か月までの子の育児休業が必要な事情を記入） 

 

２ 請 求 の 内 容 

 

３ 請 求 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

年  月  日から    年  月  日まで ４ 既に育児休業 

  を し た 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

氏 名  
５ 配 偶 者 

育児休業の期間 年 月 日から   年 月 日まで 

６ 備 考  

（育児休業承認請求書の裏面） 

記入上の注意 

１ この請求書（非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延長に係

るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（医

師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行す

る出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。 

２ 「２ 請求の内容」欄の「非常勤職員の１歳６か月までの子の育児休業」とは、大和高田市職

員の育児休業等に関する条例（以下「条例」という。）第２条の２第３号に掲げる場合に該当し

てする育児休業をいう。 

３ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に

係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 

４ 非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業をしようとする場合は、所属、職名、氏名、

「３ 請求期間」欄及び「４ 既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。 

５ 「５ 配偶者」欄は、非常勤職員が１歳２か月までの子の育児休業又は１歳６か月までの子の

育児休業をしようとする場合（条例第２条の２第２号又は第３号に掲げる場合に該当して育児休

業の承認を請求する場合）に記入すること。 

６ 「６ 備考」欄には、（ア）請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該請求

に係る子の出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇（職員の勤務時間、休暇等

に関する規則別表第２第７号に掲げる場合における休暇をいう。）により勤務しなかった職員を

除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。）、その氏名、請求者と

の続柄及び生年月日、（イ）請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、

（ウ）請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、その

旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。 

７ 該当する□には、レレレレ印を記入すること。 
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様式第４号及び様式第５号を次のように改める。 

様式第４号（第１１条関係） 

育児短時間勤務承認請求書 

年  月  日 

          殿          

請求者 所 属           
職 名           
氏 名        印  

育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 

下記のとおり 
育児短時間勤務の期間の延長 

を請求します。 

 

氏 名  

続 柄  １ 請求に係る子 

生 年 月 日      年  月  日生 

□育児短時間勤務の承認   □育児短時間勤務の期間の延長 

□再度の育児短時間勤務の承認 

２ 請求の内容 
（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入） 

 

３ 請 求 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

４ 勤 務 の 形 態 

 
週   時間  分勤務 
（育児休業法第１０条第１項第   号の勤務の形態） 

 
勤務の日 
及び 
時間帯 

月（  ：  ～  ：  ）  火（  ：  ～  ：  ） 
水（  ：  ～  ：  ）  木（  ：  ～  ：  ） 
金（  ：  ～  ：  ） 

年  月  日から    年  月  日まで ５ 既 に 育 児 
  短 時 間 勤 務 
  を し た 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

６ 備 考  

 （注）１ この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の

氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）

証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を

添付すること（写しでも可）。 

    ２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１

請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 

    ３ 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄によ

り難い場合には、「６ 備考」欄に必要な事項を記入すること。 

    ４ 「６ 備考」欄には、（ア）請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合にお

いては、その氏名、請求者との続柄及び生年月日、（イ）請求に係る子が養子の場合にお

いては、養子縁組の効力が生じた日、（ウ）請求に係る子以外の子について現に育児短時

間勤務の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び

当該承認の請求に係る期間等について記入すること。 

    ５ 該当する□には、レレレレ印を記入すること。 

様式第５号（第１５条関係） 

（表） 
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部 分 休 業 承 認 請 求 書 

      年  月  日 

          殿 

請求者 所 属           

職 名           

氏 名        印  
 下記のとおり部分休業の承認を請求します。 

氏 名  

続 柄  １ 請求に係る子 

生 年 月 日      年  月  日生 

期  間 時  間 

  年 月 日から 

  年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（  ） 

午前 時 分～ 時 分 

午後 時 分～ 時 分 
２ 請 求 期 間 

  及 び 時 間 

  年 月 日から 

  年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（  ） 

午前 時 分～ 時 分 

午後 時 分～ 時 分 

３ 備 考  

 （注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類

（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官

公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。 

    ２ 請求に係る子について、（ア）職員以外の当該子の親が部分休業その他の育児のための

短時間勤務の制度の適用を受けている場合、（イ）託児の態様、通勤の状況以外に部分休

業を必要とする事情がある場合には、その内容を備考欄に記入すること。 

    ３ 部分休業の承認が、職員からの申請に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記

入すること。 

    ４ 該当する□には、レレレレ印を記入すること。 
（裏） 

休業の承認を取り消された
時間 日付 

午 前 午 後 

時 間 数 請求者印 
任 命 権
者印 

備 考 

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 
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 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 時 分から 
時 分まで 

時 分から 
時 分まで 

時間 
分 

   

 
   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第１４１４１４１４号号号号のののの２２２２    

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の一

部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の

一部を改正する規則 

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則（平成

１８年規則第３７号－３）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１０４，９６０円」を「１０４，５３０円」に、「５６，９

３０円」を「５６，７２０円」に改め、同表随時介護を要する状態の項中「５２，４８０円」を「５

２，２７０円」に、「２８，４７０円」を「２８，３６０円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の規定は、平成２３年４月１日以後の期間に係る介護補償の額について適

用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 

 

 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第２２２２号号号号    

 大和高田市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令 

 大和高田市電気工作物保安規程（昭和４０年訓令第３号）を次のように改正する。 

 第１条の見出しを「趣旨」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。 

第 1条 この訓令は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第４２条第１

訓訓訓訓    令令令令    
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項の規定に基づき、次に掲げる本市の事務所及び事業場における電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。 

 第２条の見出しを「（法令等の遵守）」に改め、同条中「管理者及び従業者」を「設置者及び職員」

に改め、「電気関係法令」の次に「（以下「法令」という。）」を加え、「規程」を「訓令」に、

「するものとする」を「しなければならない」に改める。 

 第３条中「この規程」を「市長は、この訓令」に改める。 

 第４条の見出しを「（訓令の改正等）」に改め、同条中「この規程」を「市長は、この訓令」に、

「又は改正」を「若しくは改正」に、「主任技術者」を「次条に規定する主任技術者」に改める。 

 第５条中「及び」を「又は」に改め、「保安業務」の次に「（以下「保安業務」という。）」を加

え、「法第７２条」を「法第４３条」に、「任命権者」を「市長」に改める。 

 第６条第１項中「電気工作物」を「市長は、電気工作物」に、「又は」を「、又は」に改め、同条

第２項中「主任技術者」を「市長は、主任技術者」に改め、同条第３項中「法令」を「市長は、法令」

に改め、同条第４項中「所管官庁」を「市長は、所管官庁」に改める。 

 第７条第１項中「又は」を「及び」に改め、同条第２項中「規程」を「訓令」に、「又は」を「及

び」に、「保安の監督」を「保安監督」に改める。 

 第８条の見出し中「従業者」を「職員」に改め、同条中「者は」を「職員は」に改める。 

 第９条第１項中「場合に」を「場合には」に改め、同条第２項中「主任技術者の」を「、主任技術

者の」に改める。 

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「主任技術者」を「市長は、主任技術者」に改め、同項第１

号中「主任技術者が」を削り、「認めたとき」を「認められたとき」に改め、同項第２号中「主任技

術者が」を削り、「規程」を「訓令」に改め、同項第３号中「主任技術者が」を削る。 

 第１１条中「者」を「職員」に、「事業場」を「事務所又は事業場」に改める。 

 第１２条中「電気工作物」を「主任技術者は、電気工作物」に、「者」を「職員」に、「非常災害

の」を「非常災害が」に改める。 

 第１３条第１項中「電気工作物」を「市長は、電気工作物」に改め、同条第２項中「電気工作物の

安全」を「、電気工作物の安全」に改め、「（以下「保修工事」という。）」を削り、「所属長」を

「市長」に改める。 

 第１４条第１項中「電気工作物の工事計画」を「主任技術者は、電気工作物に関する工事」に、「所

属長」を「、所属長」に改め、同条第２項中「電気工作物」を「市長は、電気工作物」に、「施工」

を「実施」に改め、同条第３項中「電気工作物」を「市長は、電気工作物」に、「請負わせる」を「請

け負わせる」に改め、同条第４項中「工事の実施」を「市長は、工事の実施」に改める。 

 第１５条第１項中「点検」を「、点検」に改め、同条第２項中「前項に定める」を「前項の」に、

「年度実施計画」を「、年度実施計画」に改める。 

 第１６条中「巡視」を「主任技術者は、巡視」に、「法令」を「、法令」に、「又はその使用」を

「、又はその使用」に改める。 

 第１７条中「事故」を「主任技術者は、事故」に、「その原因」を「、その原因」に改める。 

 第１８条第１項中「電気工作物」を「主任技術者は、電気工作物」に改め、同条第２項第２号中「に

関し、修理し又は使用を停止し、若しくは制限する等の」を「の場合の修理又は使用停止若しくは制

限等に関する」に改め、同項第３号中「必要に応じ」を削る。 

 第１９条中「台風」を「所属長は、台風」に、「従業者」を「職員」に改める。 

 第２１条第１項中「電気工作物」を「主任技術者は、電気工作物」に、「別表第１」を「、別表第

１」に改め、同条第２項中「別表第２」を「、主任技術者が別表第２」に改める。 

 第２３条中「別」を「、別」に改める。 

 第２４条中「受電室」を「所属長は、受電室」に、「設けることとする」を「設けなければならな

い」に改める。 
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 第２５条中「電気工作物」を「主任技術者は、電気工作物」に、「測定器具類は、」を「測定器具

類を」に、「するものとする」を「しなければならない」に改める。 

 第２６条中「電気工作物」を「主任技術者は、電気工作物」に、「取扱い説明書等については、」

を「取扱説明書等を」に、「するものとする」を「しなければならない」に改める。 

 第２７条中「関係官庁」を「主任技術者は、関係官庁」に、「主要文書については、その」を「主

要文書の」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （保安業務の委託等） 

第２８条 市長は、主任技術者を選任することができない場合は、電気事業法施行規則（平成７年通

商産業省令第７７号）第５２条第２項の規定に基づき、主任技術者を置かず、同令第５２条の２に

規定する要件に該当する者（以下「受託者」という。）に保安業務を委託することができる。 

２ 受託者は、保安業務を受託した場合は、この訓令及び電気工作物の保安業務に関する契約書によ

り、その職務を誠実に行わなければならない。 

３ 市長は、保安業務のため必要な事項を受託者に連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法

等を受託者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため連絡代務者を定め、

その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。 

５ 市長は、前２項に変更が生じた場合は、直ちに受託者に通知するものとする。 

６ 市長は、必要に応じて連絡責任者又は連絡代務者を、受託者の行う保安業務に立ち会わせるもの

とする。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第３３３３号号号号    

 作業班設置規程及び大和高田市決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   作業班設置規程及び大和高田市決裁規程の一部を改正する訓令 

 （作業班設置規程の一部改正） 

第１条 作業班設置規程（昭和４２年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「環境整備課に」を「企画整備課に」に、「環境整備課の」を「環境整備の」

に改める。 

 （大和高田市決裁規程の一部改正） 

第２条 大和高田市決裁規程（昭和９年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２の６の項第８号中「企画総務課長」を「企画整備課長」に改め、同号に次のように加え

る。 

    カ 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。 

    キ ダイオキシン類削減対策等施設整備に関すること。 

  別表第２の６の項第１０号を削る。 

   附 則 

 この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第１３６１３６１３６１３６－－－－２２２２号号号号    

介護保険法第７８条の２第１項及び第１１５条の１２第１項の規定により、介護保険法第４２条の

告告告告    示示示示    
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２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び介護保険法第５４条の２第１項に規定する指

定地域密着型介護予防サービス事業者を次のとおり指定しました。 

  平成２２年１１月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 申請者 

有限会社 ソフト （取締役 西邊 美智子） 

２ 申請者の主たる事務所の所在地 

  奈良県大和高田市材木町５番４９号 高田ハイツ１０２号 

３ 事業所の名称 

蕾
つ

楽
ぼ

路
み

 

４ 指定する事業所の住所 

  奈良県大和高田市大谷３４９番地 1 

５ 事業所の種類 

  地域密着型小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

６ 指定年月日 

  平成２２年１２月１日 

７ 指定有効期限 

  平成２８年１１月３０日（指定年月日より６年間） 

８ 介護保険事業所番号 

  ２９９０２０００１２ 

（保健部介護保険課） 

 

告示第告示第告示第告示第２２２２２２２２号号号号    

 大和高田市産業振興協議会設置要綱を次のように定める。 

  平成２３年３月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市産業振興協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における産業の振興に関する必要な事項を協議し、効果的な施策の推進に寄与すること

を目的として、大和高田市産業振興協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（会務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 産業の振興及び情報交換に関する事項 

（２） 中小企業の振興及び育成に関する事項 

（３） その他地域経済の振興及び活性化に関する事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１６名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 （１） 大和高田商工会議所が推薦した者 

 （２） 商工団体が推薦した者 

 （３） 農業団体が推薦した者 

 （４） 市民団体が推薦した者 

 （５） 学識経験者 

（任期） 
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第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会の会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 協議会の会議は、公開する。ただし、協議会の決定により公開しないことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民部産業振興課において処理する。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第２３２３２３２３号号号号    

    住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができると共に、当該異議申立ての決定に不服があるとき

は、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請求

をすることができる。 

  平成２３年３月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１.職権消除日     平成２３年３月１５日 

２.職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

告示第告示第告示第告示第２４２４２４２４号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 
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３．処分年月日 

  平成２３年３月３１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２２年１２月７日、同月９日、同月１３日、同月１５日、同月１６日、同月２１日 

 

告示第告示第告示第告示第２５２５２５２５号号号号    

 大和高田市地域活動支援センター事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市地域活動支援センター事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市地域活動支援センター事業実施要綱（平成１８年告示第１２４号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「要綱」を「告示」に改める。 

 第２条第３項中「するものとする」を「委託するものとする」に改める。 

 第３条を次のように改める。 

 （対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

 （１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者 

 （２） 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日付厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に

基づく療育手帳の交付を受けている者 

 （３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項

の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 （４） 精神障害を事由とする障害年金又は特別障害給付金を受給している者 

 （５） 自立支援医療（精神通院医療に係るものに限る。）を受給している者 

 （６） 精神障害者であることが確認できる内容の医師の診断書を有している者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市内に住所を有しない障害者

等であっても事業を利用することができるものとする。 

 第６条第１項中「者及びその家族」を「障害者等又はその家族」に、「、市長」を「市長」に改め、

同条第２項中「前項の」を「前項の規定による」に、「、申請者」を「申請者」に改め、同条に次

の１項を加える。 

３ 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による決定に条件を付すことができる。 

 第１２条中「要綱」を「告示」に改め、同条を第１３条とする。 

 第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とする。 

第９条中「様式第６号」を「様式第７号」に改め、同条第２項中「前項の」を「前項の規定による」

に改め、同条を第１０条とする。 

第８条第１項第１号中「利用者が第２条」を「第３条」に改め、同項第２号中「利用者が死亡又は

長期の入院により事業の利用の必要がなくなった」を「死亡した」に改め、同項第３号中「前２号」

を「前各号」に改め、同号を同項第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

 （３） 入院その他の事由により３月以上事業を利用しなかったとき。 

（４） センターの遵守事項を守らなかったとき。 

第８条第２項中「、事業」を「事業」に、「様式第５号」を「様式第６号」に、「、利用者に通知

する」を「利用者に通知し、利用者に対して利用者証の返還を求める」に改め、同条を第９条とする。 

 第７条第１項中「前条の規定により事業の利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）」を
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「利用者」に、「様式第３号」を「様式第４号」に改め、同条第２項中「様式第４号」を「様式第５

号」に、「、利用者」を「利用者」に改め、同条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

 （利用者証の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により事業の利用決定を受けた申請者（以下「利用者」という。）に対

し、地域活動支援センター利用者証（様式第３号。以下「利用者証」という。）を交付するものと

する。 

２ 利用者証の有効期間は、前条第２項の規定による事業の利用の決定をした日から翌年の当該日が

属する月の末日までの期間を上限とする。ただし、当該決定を行った日が月の初日の場合は、翌年

の当該日が属する月の前月の末日までの期間を上限とする。 

３ 利用者は、センターを利用するときは、利用者証を提示しなければならない。 

４ 利用者が有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了の日の前３０

日までに前条第１項の規定による申請を行わなければならない。 

 様式第６号中「第９条関係」を「第１０条関係」に改め、同様式を様式第７号とする。 

 様式第５号中「第８条関係」を「第９条関係」に改め、同様式を様式第６号とする。 

 様式第４号中「第７条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第５号とする。 

様式第３号中「第７条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第４号とする。 

様式第１号中 

「 

身体障害者

手帳番号 

 療育手帳番

号 

 精神保健福

祉手帳番号 

 

                                      」を 

「 

身体障害者

手帳番号 

 療育手帳番

号 

 精神保健福

祉手帳番号 

 

精神障害で

ある事由 

 □障害年金受給  □特別障害給付金 

 □自立支援医療  □医師の診断書 

                                      」に、 

「 

利
用
計
画
等
・
備
考 

 

                                       」を 

「 

種別 
□地域活動支援センター Ⅰ型 
□地域活動支援センター Ⅱ型 
□地域活動支援センター Ⅲ型 

申
請
す
る
支
援
の
内
容 

内容 

 

                                       」に改める。 

 様式第２号中 
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「  

内  容  

                                       」を 

「 

有効期間   年  月  日 ～    年  月  日 

利用条件  

  ※更新しようとする場合は、利用申請を有効期間満了の日の３０日前まで 

   に申請してください。 

                                       」に改め、 

同様式の次に次の１様式を加える。 

様式第３号（第７条関係） 

（表面） 

   

 
地域活動支援センター 

利  用  者  証 

利用者番号 

第   号 
 

   

住  所  

フリガナ  

氏  名  

利

用

者 

生年月日  性 別  

障害認定期間 年   月   日  ～   年   月   日 

有 効 期 間 年   月   日  ～   年   月   日 

      年  月  日 

大和高田市長 

（裏面） 

 契 約 期 間 事   業   者   名 

    年  月  日 

～ 

    年  月  日 

事業者名： 
事業者確認印 

印 

    年  月  日 

～ 

    年  月  日 

事業者名： 
事業者確認印 

印 

契約期間 

    年  月  日 

～ 

    年  月  日 

事業者名： 
事業者確認印 

印 
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    年  月  日 

～ 

    年  月  日 

事業者名： 
事業者確認印 

印 

    年  月  日 

～ 

    年  月  日 

事業者名： 
事業者確認印 

印 

（備考欄） 

（注意事項） 

１ サービスを受けようとするときは、必ずこの利用者証を地域活動支援センター事業者に提

示してください。 

２ 利用の資格がなくなったときは、直ちにこの利用者証を市に返却してください。 

３ この利用者証の記載事項に変更があったときは、直ちにこの利用者証を添えて、市長にそ

の旨を届け出てください。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの告示による改正前の大和高田市地域活

動支援センター事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改

正後の大和高田市地域活動支援センター事業実施要綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 改正後の要綱第７条第２項の規定は、この告示の施行日以後に交付する利用者証の有効期間につ

いて適用し、施行日前に交付した利用者証の有効期間については、なお従前の例による。 

 

告示第告示第告示第告示第２６２６２６２６号号号号    

 大和高田市障害者（児）移動支援事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市障害者（児）移動支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市障害者（児）移動支援事業実施要綱（平成１８年告示第１２０号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「者と」を「ものと」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。 

 第３条中「次の各号」を「次」に改める。 

 第６条第１項中「者及びその家族」を「障害者等又はその家族」に改め、同条第２項及び第３項中

「前項の」を「前項の規定による」に改める。 

 第８条第２項中「ときは、」の次に「利用者に対して」を加える。 

 第９条第１項第１号中「対象者が」を削り、同項第２号中「対象者が死亡又は長期の入院により事

業の利用の必要がなくなった」を「死亡した」に改め、同項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、

同号を同項第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  （３） 入院その他の事由により３月以上事業を利用しなかったとき。 

第９条第２項中「通知する」を「通知し、利用者に対して利用者証の返還を求める」に改める。 
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第１０条第２項中「前項の」を「前項の規定による」に改める。 

別表中「・下肢」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日前にこの告示による改正前の大和高田市障害者（児）移動支援事業実施要綱

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の大和高田市障害者（児）

移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 

告示第告示第告示第告示第２７２７２７２７号号号号    

 大和高田市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市日中一時支援事業実施要綱（平成１８年告示第１２１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「、利用者」を「利用者」に改める。 

 第７条第１項第１号中「利用者が」を削り、同項第２号中「利用者が死亡又は長期の入院により事

業の利用の必要がなくなった」を「死亡した」に改め、同項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、

同号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 入院その他の事由により３月以上事業を利用しなかったとき。 

別表第２中 

「 

４時間未満 １，５７０円 

４時間以上 

８時間未満 
３，１５０円 精神

障害 
８時間以上 

１２時間未満 
４，７３０円 

 

食事加算 １回につき ４２０円 

入浴加算 １回につき ４００円 

送迎加算 片道につき ５４０円 

※ 身体障害児、知的障害児及び精神障害児は、知的障害の単価表を準用する。 

                                      」を 

「 

４時間未満 １，５７０円 

４時間以上 

８時間未満 
３，１５０円 精神

障害 
８時間以上 

１２時間未満 
４，７３０円 

※ 身体障害児、知的障害児及び精神障害児は、知的障害の単価表を準用する。 

食事加算 １日につき ４２０円 

入浴加算 １日につき ４００円 

送迎加算 片道につき ５４０円 

備考 
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１ 食事加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、

食事を提供することになっている利用者に食事を提供した場合、１日につい

て４２０円を所要額とする。 

２ 入浴加算は、利用者に入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設

において、入浴サービスを提供することになっている利用者に入浴の介助を

行った場合、１日について４００円を所要額とする。 

３ 送迎加算は、障害者等の心身の状況、保護者、家族の状況等からみて送迎

を行うことが必要と認められる障害者等に対し、その居宅と施設との間の送

迎を行った場合、片道につき５４０円を所要額とする。 

                                       」に改める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告告告告示第示第示第示第２８２８２８２８号号号号    

 大和高田市し尿くみ取り手数料集金事務委託規則（昭和４６年規則第１１号）に基づき、し尿くみ

取り手数料集金事務を次の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５

８条第２項の規定により告示する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１ 委託した者 

氏  名 住  所 

田中 千里 大和高田市大中南町５番１２号 

森口 悦子 大和高田市蔵之宮町４番３号 

吉村真規子 大和高田市大字池田４８１番地２１ 

白澤 理恵 大和高田市材木町６番５２号 

２ 委託期間 

  平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

告示第告示第告示第告示第２９２９２９２９号号号号    

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項に基づき、使用料の収納事務を次

のとおり委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によ

り告示する。 

  平成２３年３月１６日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１ 受託者の住所・氏名 

  （１） 大和高田市大字池田４１８番地の１ 

      社団法人 大和高田市シルバー人材センター  理事長 坂 本  勝 

２ 委託した事務の範囲 

  大和高田市市営斎場に係る使用料の領収及び保管 

３ 委託期間 

  平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

告示第告示第告示第告示第３０３０３０３０号号号号    
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平成２３年３月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２２年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２３年度大和高田市一般会計予算 

２ 平成２３年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 平成２３年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

４ 平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

５ 平成２３年度大和高田市下水道事業特別会計予算 

６ 平成２３年度大和高田市駐車場事業特別会計予算 

７ 平成２３年度大和高田市介護保険事業特別会計予算 

８ 平成２３年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

９ 平成２３年度大和高田市水道事業会計予算 

１０ 平成２３年度大和高田市立病院事業会計予算 

１１ 平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第６号） 

１２ 平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

１３ 平成２２年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号） 

１４ 平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

１５ 平成２２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１６ 平成２２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第３号） 

１７ 平成２２年度大和高田市立病院事業会計補正予算（第３号） 

   平成２３年度一般会計予算 

 平成２３年度大和高田市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ２３，２５０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，０００，

０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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平成２３年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，１６３，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００，

０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 第２款保険給付費に計上した各項（審査費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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平成２３年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６２，７００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間および限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，００

０千円と定める。 
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   平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５６，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２９０，０

００千円と定める。 
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平成２３年度大和高田市下水道事業特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１６１，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，３００，

０００千円と定める。 
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平成２３年度大和高田市駐車場事業特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２９０，０

００千円と定める。 
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平成２３年度大和高田市介護保険事業特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６１８，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 
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第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２５０，０

００千円と定める。 
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   平成２３年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

平成２３年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５４８，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０

００千円と定める。 
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平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第６号） 

平成２２年度大和高田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４７０，９５４千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２５，７２１，７６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費
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は、「第２表 繰越明許費」による 

（地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 
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平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

平成２２年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６，５４２千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８，１７７，６６５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号） 

平成２２年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３，１７２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３２８，２０７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 
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平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

平成２２年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３，０６９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２，１３２，５５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第２表 繰越明許費」による。 
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平成２２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２２年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ５４０，８４４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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告示第告示第告示第告示第３１３１３１３１号号号号    

 大和高田市訪問入浴サービス事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市訪問入浴サービス事業実施要綱の一部を改正する告示 

大和高田市訪問入浴サービス事業実施要綱（平成１８年告示第１１９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「要綱」を「告示」に改める。 

 第７条第１項中「前条」を「前条の規定」に、「、申請者」を「申請者」に改め、同条第２項中「前

項の」を「前項の規定による」に、「各号」を「各号のいずれか」に改める。 

第８条第１項第１号中「利用者が」を削り、同項第２号中「利用者が死亡又は長期の入院により事

業の利用の必要がなくなった」を「死亡した」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次

の１号を加える。 

（３） 入院その他の事由により３月以上事業を利用しなかったとき。 

第１１条中「要綱」を「告示」に改める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第３２３２３２３２号号号号    

 未納市税の差押執行通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、
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次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２３年３月２５日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日  平成２３年３月１６日 

２ 送達を受けるべき者   市役所前の掲示場に掲示済み。 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第３３３３３３３３号号号号    

介護保険法第７８条の 2 第１項及び第１１５条の１２第１項の規定により、介護保険法第４２条の

２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び介護保険法第５４条の 2第１項に規定する指

定地域密着型介護予防サービス事業者を次のとおり指定しました。 

  平成２３年３月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 申請者 

有限会社 かもん （代表取締役 米田 千代子） 

２ 申請者の主たる事務所の所在地 

  奈良県大和郡山市矢田町４４４６－４ 

３ 事業所の名称 

グループホームいまざと元気村２ 

４ 指定する事業所の住所 

  奈良県大和高田市今里町１９－３６ 

５ 事業所の種類 

  地域密着型認知症対応型共同生活介護 

６ 指定年月日 

  平成２３年３月２５日 

７ 指定有効期限 

  平成２９年３月２４日（指定日より６年間） 

８ 介護保険事業所番号 

  ２９９０２０００３８ 

（保健部介護保険課） 

 

告示第告示第告示第告示第３４３４３４３４号号号号    

 大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条

第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

  平成２３年３月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の私設 

 （１） 施設の名称 

     大和高田市総合福祉会館 

 （２） 施設の所在地 

     大和高田市大字池田４１８番地の１ 



平成２３年４月１１日（月）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６７号 

 80

２ 指定管理者となる団体 

 （１） 団体の名称 

     社会福祉法人 大和高田市社会福祉協議会 

 （２） 団体の所在地 

     大和高田市大字池田４１８番地の１ 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

  大和高田市総合福祉会館条例（平成１７年条例第３６号）第１７条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

  平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日 

 

告示第告示第告示第告示第３３３３５５５５号号号号    

 大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条

第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

  平成２３年３月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の私設 

 （１） 施設の名称 

     大和高田市高田温泉さくら荘 

 （２） 施設の所在地 

     大和高田市大字池田４４７番地 

２ 指定管理者となる団体 

 （１） 団体の名称 

     社会福祉法人 大和高田市社会福祉協議会 

 （２） 団体の所在地 

     大和高田市大字池田４１８番地の１ 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

  大和高田市高田温泉さくら荘条例（平成１７年条例第２５号）第１４条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

  平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日

 

告示第告示第告示第告示第３６３６３６３６号号号号    

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定により、本市における平成２３年

度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間を次のとおり

告示します。 

  平成２３年３月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．縦覧場所  大和高田市役所 税務課 

２．縦覧期間  平成２３年４月１日から平成２３年５月２日までの午前８時３０分から午後５時１

５分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日を除く。 

 

告示第告示第告示第告示第３７３７３７３７号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定に 

より自転車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例
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第１０条第１項の規定により告示します。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２３年３月３日、同月７日、同月９日、同月２２日、同月２４日、同月２８日、同月２９日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第告示第告示第告示第３８３８３８３８号号号号    

 大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定

める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成２２年告示第１９号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第１項及び様式第１号中「交付額確定通知」を「交付決定通知」に改める。 

  附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第３９３９３９３９号号号号    

 大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定

める要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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   大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を

定める要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定め

る要綱（平成１１年告示第１５３号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第７項中「企画総務課」を「企画整備課」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第４０４０４０４０号号号号    

 大和高田市福祉機器リサイクル事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市福祉機器リサイクル事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市福祉機器リサイクル事業実施要綱（平成１３年告示第４３号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条中「様式第１号」を「別記様式」に改める。 

 第５条中「あったときは、」の次に「速やかに」を加え、「福祉機器リサイクル事業利用決定（却

下）通知書（様式第２号）により、」を「その結果を」に改める。 

 様式第２号を削り、様式第１号を別記様式とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市福祉機器リサイクル事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後になさ

れた給付の申請から適用し、同日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。 

 

告示第告示第告示第告示第４８４８４８４８号号号号    

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、本市における平成２３年

度固定資産の価格等のすべてを固定資産課税台帳に登録しましたので、同条第２項の規定により告示

します。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第告示第告示第告示第４９４９４９４９号号号号    

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）第５条に

基づき、平成２３年 ４月以降における本市の公共工事発注の見通しを次のとおり公表します。 

  平成２３年 ４月 １日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 公共工事発注の見通し公表書の閲覧所 

  大和高田市環境建設部契約監理室 

２ 閲覧所の閲覧期間及び閲覧時間 

  平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

３ 閲覧所の休業日 
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  大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）に規定する休日 

 

告示第告示第告示第告示第５０５０５０５０号号号号    

 大和高田市自転車駐車場条例（平成５年条例第１８号）に定める使用料の収納に関する事務、大和

高田市自動車駐車場条例（平成８年条例第２４号）に定める使用料の収納に関する事務、大和高田市

自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１１条及び大和高田市自転車等の安全

利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第６条及び別表に定める費用の収納に関する事

務を下記の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規

定により告示します。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１．収納の事務を委託した者の住所、氏名 

  奈良県大和高田市池田４１８番地の１ 

社団法人 大和高田市シルバー人材センター 

２．委託した事務の範囲 

（１） ＪＲ高田駅西側駐車場に係る使用料の収納 

（２） サイクルポート近鉄高田北に係る使用料の収納 

（３） サイクルポート近鉄高田南に係る使用料の収納 

（４） サイクルポートＪＲ高田に係る使用料の収納 

（５） サイクルポートＪＲ高田西に係る使用料の収納 

（６） サイクルポート高田市駅に係る使用料の収納 

（７） サイクルポート松塚駅に係る使用料の収納 

（８） サイクルポート浮孔に係る使用料の収納 

（９） 高架下自転車保管所に係る移動費及び保管費の収納 

３．期   間 

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

４．収納の方法 

口頭、掲示及び自動管理機器による収納 

 

 

 

公告公告公告公告第第第第３７３７３７３７号号号号    

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規定により認可（平成１０年４月奈良県告示

第３７号）を受けた事業計画の変更をしたいので、同法施行令（昭和３４年政令１４７号）第３条の

規定により、次のとおり公告し、当該認可を受けた事業計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該認可を受けた事業計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに大和高田市長に意見

書を提出することができる。 

 平成２３年３月３日 

                                     大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 予定処理区域 

  昭和５４年３月奈良県告示第７９６号、昭和５９年３月奈良県告示第８８２号、昭和６３年８月

奈良県告示第２８８号、平成２年４月奈良県告示第２２号、平成３年１月奈良県告示第５００号、

平成６年６月奈良県告示第１５７号、平成１０年４月奈良県告示第３７号、平成１６年１２月奈良

県告示第４５１号及び平成１９年６月奈良県告示第１２１号のうち大字神楽、大字築山、大字野口、

大字池田及び大字有井の一部予定処理区域を変更し、栄町、西三倉堂二丁目、東中二丁目及び曽大

公公公公    告告告告    
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根一丁目を予定処理区域に追加する。 

２ 完成予定年月日 

  平成３０年３月３１日  

３ 認可を受けた事業計画の変更案の縦覧場所 

    大和高田市 上下水道部 下水道課 

４ 縦覧期間 

  平成２３年３月３日から平成２３年３月１７日まで 

５ 意見書の提出 

  この認可を受けた事業計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意

見の要旨及びその理由を具体的に記載し、住所・氏名を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田

市上下水道部下水道課へ平成２３年３月１７日までに必着するよう提出すること。 

 

公告第公告第公告第公告第３８３８３８３８号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年３月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝池田地内管渠工事（２５）・給配水管移設工事（Ｇ２５） 

２ 工事場所 大和高田市池田地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年６月３０日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２２年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年３月１５日（火）から平成２３年３月１８日（金）

まで 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 
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７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年３月１８日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年３月１５日（火）から平成２３年３月２５日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大字大中１００－１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年３月１５日（火）から平成２３年３月２４日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年３月２４日（木）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年３月２９日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年３月３０日（水）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と
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します。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１１，８８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３９３９３９３９号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年３月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高３枝市場地内管渠工事（２４）・給配水管移設工事（Ｇ２４） 

２ 工事場所 大和高田市市場地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年６月３０日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２２年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年３月１５日（火）から平成２３年３月１８日（金）

まで 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 
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大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年３月１８日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年３月１５日（火）から平成２３年３月２５日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大字大中１００－１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年３月１５日（火）から平成２３年３月２４日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年３月２４日（木）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年３月２９日（火）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年３月３０日（水）午前１０時２０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者 落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者
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の決定 であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１１，３５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第４０４０４０４０号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、都市計画事業の事業計

画の変更の認可の告示（平成２３年３月８日 奈良県告示第３９３号）があったので、次のとおり

公告する。 

  平成２３年３月１５日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１．施工者の名称 

大和高田市 

２．都市計画事業の種類及び名称 

大和都市計画公園事業５・５・９号 大和高田市総合公園 

３．変更後の事業施工期間 

昭和６１年２月２５日から平成２８年３月３１日まで 

４．事業地 

大和高田市大字出字東半田、字南半田、大字曽大根字四丁田及び大字西坊城字鎌田地内 

 

公告第公告第公告第公告第４１４１４１４１号号号号    

    都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による都市計画事業の図書の写し

の送付を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同条第６２条第２項の規定により、

次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  平成２３年３月１５日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１．都市計画の種類及び名称 

大和都市計画公園事業５・５・９号 大和高田市総合公園 

２．認可番号及び年月日 

奈良県指令公緑第２９７号の１ 

平成２３年３月８日 

３．告示番号及び年月日 

奈良県告示第３９３号 

平成２３年３月８日 
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公告第公告第公告第公告第４２４２４２４２号号号号    

 下記の委託業務について、受託事業者の選定に係る手続を開始するので公告する。 

  平成２３年３月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１ 名  称 財務会計システム再構築業務委託 

２ 概  要 本市は、「ＩＴ推進中期計画」に基づき、従来の汎用機を中心としたシステム構成か

らオープン化（ＡＳＰ・ＳａａＳ利用を含む）による全体最適化を図ることができる新

システムへと刷新することで、コスト削減だけでなく、業務効率及び住民サービスの向

上を見据え、将来にわたって持続可能なシステムに再構築することを目指している。そ

の第二段階として、財務会計システムの最適化を行うことを考えており、民間の高度な

専門知識・技術やノウハウなどを活用した業務実施の提案を得るため、公募により本業

務委託の受託事業者を決定する。 

３ 契約期間 契約締結の日から平成２４年３月３１日まで 

４ 詳  細 大和高田市財務会計システム再構築業務委託に係る事業者選定実施要領（大和高

田市ホームページからダウンロード可能）及び大和高田市財務会計システム再構築

業務委託調達仕様書（会計課において配布）に定めるとおりとする。 

 

公告第公告第公告第公告第４３４３４３４３号号号号    

 平成２３年度春期急性灰白髄炎予防接種を下記のとおり行いますので、予防接種法施行令（昭和２

３年政令第１９７号）第５条の規定により公告します。 

  平成２３年３月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．予防接種の種類     急性灰白髄炎予防接種 

２．予防接種対象者の範囲  生後３月から７歳６月に至るまでの間にある者 

（生後１８か月に達するまでの期間に２回受けることが望ましい。） 

３．実施日時及び場所 

実施月日 場所 校区 実施月日 場所 校区 

４月５日 保健センター 磐園校区 ４月１２日 保健センター 
土庫・浮西

校区 

４月６日 保健センター 菅原校区 ５月１０日 保健センター 高田校区 

４月８日 保健センター 浮孔校区 ５月１１日 保健センター 陵西校区 

４月１１日 保健センター 片塩校区 
受付時間は、いずれも午後１時３０分から午後

２時３０分まで 

※ 実施日時及び校区は厳守してください。 

４．予防接種を受けることが適当でない者（予防接種不適当者） 

（１） 明らかな発熱を呈している者 

※ 接種会場で測定した体温が３７．５度を超えた者 

 （２） 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

 （３） 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明ら

かな者 

（４） 妊娠していることが明らかな者 

（５） その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者（予防接種法施行規則（昭和２３年
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厚生省令第３６号）から一部引用） 

５．予防接種を受けるに際し注意を要する者（予防接種要注意者） 

 （１） 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有する者 

 （２） 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状

を呈したことがある者 

（３） 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４） 過去にけいれんの既往のある者 

（５） 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

（６） 他の生ワクチン（麻しん、風しん、ＢＣＧ等）の接種を受けた後２７日以上経過していな

い者又は不活性ワクチン（ＤＰＴ、ＤＴ、日本脳炎等）の接種を受けた後６日以上経過していな

い者 

６．注意事項 

（１） 下痢のある場合は、延期しましょう。 

（２） 大和高田市に住民登録又は外国人登録していない人は、受けられません。 

 （３） 当日接種会場で検温、医師による診察及び予診票の記入確認、保護者の方の承諾をしてい

ただきますのでご了承ください。 

 

公告第公告第公告第公告第４４４４４４４４号号号号    

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 11条の９第１項の規定により、北葛

地区営農連絡協議会から申請があった農地利用集積円滑化事業規程を、承認しましたので、

同条第５項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２３年３月２２日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１ 北葛地区営農連絡協議会における農地利用集積円滑化事業規程を平成２３年３月２２日

に承認 

２ 農地利用集積円滑化事業の種類  

  農地所有者代理事業  

３ 事業実施地域  

  大和高田市の全区域。なお、市街化区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第

１項の市街化区域と定められた区域で同法第２３条第１項の規定による協議か整ったもの（当該区

域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除

く。）とする。 

 

公告第公告第公告第公告第４５４５４５４５号号号号    

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

 

 

 

教育委員会規則第２号 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    
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 夜間学級の就学に係る費用の徴収に関する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月２日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   夜間学級の就学に係る費用の徴収に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、中学校の教育課程を修了していない大和高田市民のうち中学校卒業を希望する

ものに対して夜間における中学校教育を実施するために、橿原市が行う橿原市立畝傍中学校夜間学

級（以下「夜間学級」という。）への就学に係る費用（以下「教育費負担金」という。）の一部（以

下「就学費」という。）を夜間学級に在籍する生徒（以下「生徒」という。）から徴収することに関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （教育費負担金） 

第２条 教育費負担金は、物件費、補食費、通学費、校外活動費及び修学旅行費とする。 

 （就学費の徴収） 

第３条 生徒から徴収する就学費は、次に掲げるものとする。 

 （１） 補食費 

 （２） 校外活動費 

 （３） 修学旅行費 

 （就学費の徴収額） 

第４条 前条の規定により大和高田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が徴収する就学費は、

教育費負担金として橿原市教育委員会が教育委員会へ請求する前条各号に掲げる費用の額とする。 

 （通知） 

第５条 教育委員会は、就学費の額が決定したときは、その旨を生徒に通知するものとする。 

 （就学費の免除） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する生徒について、特に必要があると認めたとき

は、その者に対する就学費の全部を免除することができる。 

 （１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている世帯の者 

 （２） 当該年度の住民税が非課税世帯の者 

 （３） その他教育委員会が家庭状況を調査の上、就学費の徴収が困難であると認めた世帯の者 

 （免除の範囲） 

第７条 就学費の免除の範囲は、当該年度の就学費を限度とする。 

 （免除の申請） 

第８条 就学費の免除を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、就学費免除申請書（様式第

１号）に第６条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、教育委員会に申

請しなければならない。 

 （免除の決定及び通知） 

第９条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、免除の可否を決定し、その

旨を就学費免除可否決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

 （免除の辞退） 

第１０条 就学費を免除する旨の決定を受けた者又は就学費の免除を受けている者（以下「免除決定

者」という。）は、免除の対象でなくなったとき、又は免除を受ける必要がなくなったときは、速

やかに就学費免除辞退届（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。 

 （免除の取消し） 

第１１条 教育委員会は、免除決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除を取り消すもの

とする。 
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 （１） 前条に規定する就学費免除辞退届を提出したとき。 

 （２） 偽りその他不正な手段により、免除する旨の決定を受けたとき。 

 （３） 前条の規定に違反して、就学費免除辞退届を提出しないとき。 

 （４） その他教育委員会が就学費を免除すべき理由が消滅したと認めたとき。 

２ 教育委員会は、免除を取り消したときは、その旨を就学費免除取消し通知書（様式第４号）によ

り免除決定者に通知するものとする。 

 （教育長への権限の委任） 

第１２条 前条までに規定する教育委員会の権限は、大和高田市教育委員会事務委任規則（昭和３３

年規則第６号）第１条の規定により教育長に委任する。 

 （補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則は、平成２３年度以降に就学した者について適用し、同年度前に就学した者については、

なお従前の例による。 

様式第１号（第８条関係） 

就学費免除申請書 

年  月  日 

大和高田市教育長 殿 

住所 

       学年  組 

氏名           印  

電話番号 

 下記のとおり、就学費の免除を申請します。 

 

学校名及び就学年数 橿原市立畝傍中学校夜間学級 

就学年数  年 

免除の期間      年  月から     年  月まで 

免除を受けようとする理由 １ 生活保護世帯である。 

２ 市町村民税が非課税世帯である。 

３ その他特別な事情（具体的に記入してください。） 

 氏名 続柄 生年月日 職業・勤務先又は学校名 

 本人   

    

    

    

    

家

庭

状

況 

    

＊ 「家庭状況欄」は、生徒本人を含め申請時に生計を一にしている者全員を記載してください｡ 
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様式第２号（第９条関係） 

就学費免除可否決定通知書 

大高教学第  号 

年  月  日 

  学年  組 

          様 

大和高田市教育長 印 

     年  月  日付けで申請のありました就学費の免除について、下記のとおり決定しま

したので、通知します。 

記 

１ 免除する。 

 ＊ 修学旅行費の免除は、中学校に在籍する期間を通算して１回に限ります。 

２ 免除しない。 

 （理由） 

 

 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、大和高田市教育委員会に対して異議申立てをすることができます（なお、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると異議申立てをすることができなくなります。）。 

 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は、大和高田市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年 

を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の異議申立て

をした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

様式第３号（第１０条関係） 

就学費免除除退届 

年  月  日 

大和高田市教育長 殿 

住所 

   学年  組 

氏名           印  

電話番号 

     年  月  日付け   第  号で決定のあった就学費の免除について、下記のとおり

辞退します。 

記 

１ 辞退する理由 

２ 辞退する理由の発生した年月日          年   月   日 

様式第４号（第１１条関係） 

就学費免除取消し通知書 

大高教学第  号 

年  月  日 

  学年  組 

          様 
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     年  月  日付け    第  号で決定のあった就学費の免除について、下記のとお

り取り消したので、通知します。 

記 

１ 取消しの理由 

 

２ 取消しの時期 

      年  月から    

 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、大和高田市教育委員会に対して異議申立てをすることができます（なお、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると異議申立てをすることができなくなります。）。 

 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は、大和高田市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年 

を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の異議申立て

をした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第３３３３号号号号    

 総合体育館及び武道館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月２９日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   総合体育館及び武道館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 総合体育館及び武道館の管理運営に関する規則（平成１５年教育委員会規則第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１号中「水曜日」を「水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「休日」という。）が水曜日に当たるときは、その日後において、その

日に最も近い休日でない日」に改め、同条第２号を削り、同条第３号を同条第２号とする。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第４４４４号号号号    

 大和高田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則を次のように定める。 

  平成２３年３月２９日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   大和高田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則 

 （大和高田市教育委員会事務委任規則の一部改正） 

第１条 大和高田市教育委員会事務委任規則（昭和３３年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第１０号中「、公民館運営審議会委員」を削る。 

 （大和高田市中央公民館管理運営規則の一部改正） 

第２条 大和高田市中央公民館管理運営規則（昭和４７年教育委員会規則第２号）の一部を次のよう
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に改正する。 

  第１条中「）第９条」を「。以下「条例」という。）第６条」に改める。 

  第３条の２中「第８条」を「第５条」に改める。 

 （大和高田市立土庫公民館・菅原公民館・陵西公民館管理運営規則の一部改正） 

第３条 大和高田市立土庫公民館・菅原公民館・陵西公民館管理運営規則（昭和５８年教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第９条」を「第６条」に改める。 

 （大和高田市公民館運営審議会規則の廃止） 

第４条 大和高田市公民館運営審議会規則（平成１５年教育委員会規則第３号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第５５５５号号号号    

 大和高田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年４月１日 

                             大和高田市教育委員会 

                                委員長 村 井 善 治   

   大和高田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 大和高田市教育委員会事務局組織規則（昭和３３年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「管理係」の次に「、保健給食係」を加え、同項第２号中「学校教育グルー

プ、保健給食係」を「学校教育係、商業高校事務係」に改め、同項第４号を削り、第５号を第４号と

し、第６号中「文化振興グループ」を「文化振興係」に改め、同号を同項第５号とし、第７号を第６

号とする。 

 第３条中 

「管理係 

  （１） 学校教育施設の建設に関すること。 

  （２） 学校その他教育施設の営繕保全に関すること。 

  （３） 課内の他の係の補助に関すること。     」を 

「管理係 

  （１） 学校教育施設の建設に関すること。 

  （２） 学校その他教育施設の営繕保全に関すること。 

  （３） 課内の他の係の補助に関すること。 

保健給食係 

  （１） 学校保健及び学校安全に関すること。 

  （２） 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

  （３） 学校給食に関すること。 

  （４） その他学校保健、学校安全及び給食の指導に関すること。 

  （５） 課内の他の係の補助に関すること。          」に改める。 

 第４条中「学校教育グループ」を「学校教育係」に、 

「保健給食係 

  （１） 学校保健及び学校安全に関すること。 

  （２） 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

  （３） 学校給食に関すること。 

  （４） その他学校保健、学校安全及び給食の指導に関すること。 

  （５） 課内の他のグループの補助に関すること。          」を 
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「商業高校事務係 

  （１） 市立高田商業高等学校の管理及び運営に関すること。 

  （２） 課内の他の係の補助に関すること。        」に改める。 

 第４条の３を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等に属する職員は、特に辞令を用いて発令さ

れたものを除き、施行の日をもって、それぞれに対応する右欄に掲げる課等に属すべき職員として

辞令を発せられたものとみなす。 

旧所属 新所属 

学校教育課 保健給食係 教育総務課 保健給食係 

商業高校事務管理課 学校教育課 商業高校事務係 

 （大和高田市立学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

３ 大和高田市立学校の管理運営に関する規則（平成１３年教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４５条第２項中「商業高校事務管理課長」を「学校教育課参事」に改める。 

 

教育委員会規程第教育委員会規程第教育委員会規程第教育委員会規程第１１１１号号号号    

 大和高田市教育委員会事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２３年４月１日 

                             大和高田市教育委員会 

                                委員長 村 井 善 治   

   大和高田市教育委員会事務専決規程の一部を改正する規程 

 大和高田市教育委員会事務専決規程（平成９年規程第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の２の項第２号の次に次の４号を加える。 

 （３） 学校給食との連絡並びに給食要員の派遣に関すること。 

 （４） 学校保健及び学校安全の緊急処置に関すること。 

 （５） 学校医の人事記録に関すること。 

 （６） 児童生徒の健康診断に関すること。 

 別表第２の３の項中第８号から第１１号までを削り、第１２号を第８号とし、第１３号から第１５

号までを４号ずつ繰り上げ、第１１号の次に次の１号を加える。 

 （１２） 市立高田商業高等学校の運営管理に関する軽易なこと。 

 別表第２の５の項を削り、同表中６の項を５の項とし、７の項を６の項とし、８の項を７の項とす

る。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会告示第告示第告示第告示第４４４４号号号号    

 大和高田市教育委員会３月臨時委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年３月１８日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 村 井 善 治   

 日 時  平成２３年３月２４日（木）午後３時３０分 
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 場 所  大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

 議 案  第１号 教職員人事について 

      第２号 その他 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会告示第告示第告示第告示第５５５５号号号号    

 大和高田市教育委員会３月臨時委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 村 井 善 治   

 日 時  平成２３年３月２５日（木）午前１０時３０分 

 場 所  大和高田市役所別棟 教育長室 

 議 案  第１号 行政職員人事について 

      第２号 その他 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第６６６６号号号号    

 大和高田市就学援助費事務取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   大和高田市就学援助費事務取扱要綱の一部を改正する告示 

大和高田市就学援助費事務取扱要綱（平成１４年教育委員会告示第２３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「第２号」の次に「、第３号」を加え、「第６号」を「第７号」に、「第４号」を「第５

号」に、「第５号」を「第６号」に改め、同条第１号を次のように改める。 

 （１） 学用品等購入費 

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品（実験、実

習材料を含む。）及び通常必要とする通学用品（通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等）の

購入費 

 第３条中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号

を加える。 

 （２） 宿泊を伴わない校外活動費 

児童生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わ

ないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料 

  附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

選挙管理委員会告選挙管理委員会告選挙管理委員会告選挙管理委員会告示第示第示第示第７７７７号号号号    

 平成２３年３月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２３年３月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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   ３分の１の数 １９，２１１人 

   ６分の１の数  ９，６０６人 

  ５０分の１の数  １，１５３人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第８８８８号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年３月１５日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年３月２３日（水）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の選挙時登録について 

       第３号 在外選挙人名簿の抹消について 

       第４号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第９９９９号号号号    

    平成２３年３月２３日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を、平

成２３年３月２４日に、次の場所で縦覧に供する。 

  平成２３年３月１８日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

記 

 縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地の１ 

      大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１０１０１０１０号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１４４条の２第４項、第５項、第８項及び第１０項の規定に基づき設置したポスター掲示場の設置

場所は、別紙のとおりであり区画数は、６区画とする。設置完了日は、平成２３年３月２３日とし、

掲示のできる日は次のとおりである。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１ 掲示の日 ： 平成２３年３月２４日 

 ２ 設置場所 ： 別紙（市役所前の掲示場に掲示済み。） 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１１１１１１１１号号号号    

 平成２３年３月２３日現在の奈良県知事選挙の選挙権を有する者の総数の３分の１、６分の１、５

０分の１の数は、次のとおりである。 

 平成２３年３月２３日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   
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   ３分の１の数 １９，２２２人 

   ６分の１の数  ９，６１１人 

  ５０分の１の数  １，１５４人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１２１２１２１２号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年３月２３日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

 １ 日 時  平成２３年３月３１日（木）午前９時００分 

 ２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 西会議室 

 ３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

        第２号 選挙人名簿の選挙時登録について 

        第３号 平成２３年３月３１日確定期日における大和高田市農業委員会委員選挙人

名簿について 

        第４号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１３１３１３１３号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４８条の２の規定による大和高田市期日前投票所を次のとおり定める。 

  平成２３年３月２４日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１ 期日前投票所        大和高田市大字大中１００番地の１ 

                 大和高田市役所 ３階 東会議室 

２ 期日前投票所を設ける期間  平成２３年３月２５日から平成２３年４月９日まで 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１４１４１４１４号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における期日前投票所投票管理者及びその職務を代理

する者を次のとおり選任します。 

  平成２３年３月２４日 

大和高田市選挙管理委員会   

委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１５１５１５１５号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

１７５条の２の規定による候補者の氏名及び党派別を記載する順序を定めるくじは、次の日時及び場

所において行う。 

  平成２３年３月２４日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年３月２４日 午後５時３０分 
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 ２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１６１６１６１６号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

７６条の規定により準用する同法第６２条第２項及び第４項の規定により、開票立会人として届出の

あった者が１０人を越えるとき及び同一政党に属する者が３人以上あるときにおけるくじを行う日時

及び場所を次のとおり定める。 

  平成２３年３月２４日 

大和高田市選挙管理委員会   

委員長 西 清 一   

１．日 時  平成２３年４月７日 午後５時３０分 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ４階 会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１７１７１７１７号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の規定による大和高田市選挙管理委員会委員長が不在者投票管理者として管理する不在者投票

用の投票用紙及び同封筒の交付場所並びに不在者投票の記載場所を次のとおり定める。 

  平成２３年３月２４日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１．不在者投票所 

  大和高田市大字大中１００番地の１ 

  大和高田市役所 ３階 東会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１８１８１８１８号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における期日前投票立会人を次のとおり選任した。 

  平成２３年３月２４日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１９１９１９１９号号号号    

 平成２３年３月３１日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を、平

成２３年４月１日に、次の場所で縦覧に供する。 

  平成２３年３月２９日  

大和高田市選挙管理委員会   

委員長 西 清 一   

  縦覧場所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２０２０２０２０号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における、公職選挙法（昭和２５年法律第１００
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号）第１４４条の２第第４項、第５項及び第１０項の規定に基づき設置したポスター掲示場の設置場

所は、別紙のとおりであり区画数は、８区画とする。設置完了日は、平成２３年３月３１日とし、掲

示のできる日は次のとおりである。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１ 掲示の日 ： 平成２３年４月１８日 

２ 設置場所 ： 別紙（市役所前の掲示場に掲示済み。） 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２１２１２１２１号号号号    

 平成２３年３月３１日現在の奈良県議会議員選挙の選挙権を有する者の総数の３分の１、６分の１

及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

   ３分の１の数 １９，２１５人 

   ６分の１の数  ９，６０８人 

  ５０分の１の数  １，１５３人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２２２２２２２２号号号号 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１４条第５項の規定による選挙権を有す

る者の２分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

   ２分の１の数 １，４９４人 

 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会告示第告示第告示第告示第２３２３２３２３号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙における各投票区の投票所は、次の場所に設ける。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２４２４２４２４号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における開票の日時及び場所

を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年４月１０日 午後９時００分 

２ 場 所  大和高田市幸町１１番１４号 

       大和高田市立総合体育館 
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２５２５２５２５号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における各投票区の投票所は、次の場所に設ける。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２６２６２６２６号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における大和高田市開票区の

開票管理者及びその職務を代理する者を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１．開票管理者      市役所前の掲示場に掲示済み。 

２．職務を代理すべき者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２７２７２７２７号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４８条の２の規定による大和高田市期日前投票所を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 １ 期日前投票所 

   大和高田市大字大中１００番地の１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

 ２ 期日前投票所を設ける期間 

   平成２３年４月２日から平成２３年４月９日まで 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２８２８２８２８号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における期日前投票所投票管理者及びその職務を

代理する者を次のとおり選任します。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２９２９２９２９号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１７５条の２の規定による候補者の氏名及び党派別を記載する順序を定めるくじは、次の日時及び

場所において行う。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年４月１日 午後５時３０分 
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 ２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ４階 会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３０３０３０３０号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員総選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第７６条の規定により準用する同法第６２条第２項及び第４項の規定により、開票立会人として

届出のあった者が１０人を越えるとき及び同一政党に属する者が３人以上あるときにおけるくじを行

う日時及び場所を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

委員長 西 清 一   

１．日 時  平成２３年４月７日 午後５時３０分 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ４階 会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３１３１３１３１号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における各投票区の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３２３２３２３２号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４９条の規定による大和高田市選挙管理委員会委員長が不在者投票管理者として管理する不在者投

票用の投票用紙及び同封筒の交付場所並びに不在者投票の記載場所を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１．不在者投票所 

  大和高田市大字大中１００番地の１ 

  大和高田市役所 ３階 東会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３３３３３３３３号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県議会議員選挙における期日前投票立会人を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３４３４３４３４号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における各投票区の投票立会

人を次のとおり選任した。 
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  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３５３５３５３５号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年４月１０日（日）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ４階 会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

        第２号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第４４４４号号号号    

 大和高田市農業委員会４月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年３月２８日 

大和高田市農業委員会 

会長 水 井 豊   

  日 時  平成２３年４月１１（月）午後３時 

場 所  大和高田市役所 ４階 委員会室 

  議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件（委員会許可） 

       第２号 農地法第１８条第６項について通知の件 

       第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画に

ついて 

       第４号 その他 

 

 

 

企業管理規程第企業管理規程第企業管理規程第企業管理規程第３３３３号号号号    

大和高田市水道事業事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日  

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市水道事業事務分掌規程の一部を改正する規程 

 大和高田市水道事業事務分掌規程（昭和４２年企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「給水グループ、管理係」を「管理・給水グループ」に改める。 

 第４条給水グループの項中「給水グループ」を「管理・給水グループ」に、 

「（９） 課内の他の係又はグループの補助に関すること。」を 

「（９） 諸施設の維持管理及び調査並びに処分に関すること。 

 （１０） 諸施設等の使用及び貸与に関すること。 

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    

公営企業公営企業公営企業公営企業    
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 （１１） 水質検査及び水質の安定向上に関すること。 

 （１２） 公用車の整備及び管理に関すること。 

 （１３） 公用車の配車及び安全運転の指導に関すること。 

 （１４） 配水施設の操作に関すること。 

 （１５） 県営水道の受水に関すること。 

 （１６） 水圧調整に関すること。 

 （１７） 配水用薬品の保管に関すること。 

 （１８） 課内の他のグループの補助に関すること。」に改める。 

 第４条管理係の項を削る。 

 第４条の２中「給水グループ」を「管理・給水グループ」に改める。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第２２２２号号号号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき、水道料金等の収納事

務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第

１項の規定により告示します。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市水道事業管理者 

                                                  大和高田市長 吉 田 誠 克   

 １・受託者の氏名 

・中村京子 

   ・岡本智恵子 

   ・鞍田トヨ子 

 ２・委託期間 

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日 

 

水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第３３３３号号号号    

 大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

  平成２３年４月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名              代表者名    所在地 

（株）リュウビ・エンジニアリング   笠井昌志    大阪市平野区平野西６丁目３番８号 


